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マンションドクター火災保険は、築年数に応じた料率体系を導入するとともに、メンテナンス状況の診断結果に応じて割引を適用す
ることで、リスク実態に応じた保険料体系としてきました。
一方で、過去の事故件数によってその後の保険金のお支払額に差が生じる傾向にあり、お客さまの保険料負担の公平性を高める
観点から、1戸室あたりの事故頻度に応じた料率体系を導入することとしました。

導入の背景2．

2023年1月1日以降始期用

事故頻度に応じた料率体系1戸室
あたりの について

▶ご契約を締結いただく際、ご契約者または被保険者には、危険に関する重要な事項のうち、弊社が告知を求めた事項（告知事項）
を正しくお申出いただく義務（告知義務）があります。

▶「指定期間における保険金請求事故件数」は新たな告知事項となります。申込書に記載された内容が事実と違っている場合には、
保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

「指定期間内の保険金請求事故件数」の正確なお申出のお願い4．

弊社の連絡先はこちらから

スマートフォン等をお持ちでない場合は

〈マンションドクター火災保険ご相談窓口〉
0120-585-231フリーダイヤル

受付時間
9:00～17:00（土日祝休み）

ホームページアドレス https://www.nisshinfire.co.jp/

指定期間（保険始期日から6ヶ月前の応当日より過去2年間）における保険金請求事故件数をご申告いただき、保険金請求事故件数
÷総戸室数で算出した1戸室あたりの事故頻度に応じた料率体系（「0.01回以下」「0.01回超0.03回以下」「0.03回超0.05回以下」
「0.05回超0.07回以下」「0.07回超」の5区分）を適用します。事故頻度が高いほど保険料は高くなります。
実際にご契約に適用される保険料は、1戸室あたりの事故頻度だけでなく、補償するリスク、築年数や「マンション管理適正化診断
サービス」の診断結果によっても異なります。

概 要1．

・保険金請求事故件数のカウント対象となる契約は、弊社・他社契約を問いません（ただし、共済契約は含みません。）。
・セットする特約の保険金支払も含みますが、管理組合役員・行事参加者の傷害一時金補償特約、管理組合役員賠償責任・対応
費用補償特約、宅配ロッカー内動産補償特約および地震保険における保険金支払は含みません。
・保険金請求事故件数は、事故日ではなく、指定期間内に実際に保険金が支払われたか否かによって判断します（事故が発生して
いても、未払状態である場合やノークレームの場合など、指定期間内に実際に保険金が支払われていなければ事故件数として
はカウントしません。）。複数回に分けて保険金が支払われた場合には、初回の保険金支払日が指定期間内に含まれるかで判定
します。
・事故頻度の算出にあたっては、小数点第四位を四捨五入します。
・同一の事故を原因として、複数の保険金が支払われた場合（例：同一の漏水事故で、損害保険金・費用保険金・水濡れ原因調査
費用、賠償保険金を支払った場合や同一の台風で複数の支払が発生している場合など）には、1件としてカウントします。
・指定期間内に複数回の保険金が支払われている場合、ご加入いただく契約に一定の条件を設定させていただく場合があります。

ご
注
意
事
項

▶総戸室数60戸室、指定期間内における保険金請求事故件数が『1件』の場合、1戸室あたりの事故頻度は1件/60戸室≒0.017回とな
り、「0.01回超0.03回以下」の料率区分を適用します。

指定期間について（例）3．

2016年 4月１日～
前契約

前々々契約
2018年 4月１日～

前々契約
2019年 4月１日～

前契約
2020年 4月１日～

新契約
2021年 4月１日～

新契約
2021年 4月１日～

過去契約の保険期間が

5年の場合

過去契約の保険期間が

1年の場合

指定期間：2018年10月2日～2020年10月1日（2年間）指定期間：2018年10月2日～2020年10月1日（2年間）

保険始期日：2021年4月1日（2003年築の場合）


